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平成24年８月13日 

各      位 

ソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社 

代表取締役社長   守 谷 隆 志 

（コード番号 ６８１９） 

問い合わせ先 

電 話 番 号   0 3 - 5 7 8 6 - 3 9 0 0   

 
当社子会社の新設分割に関するお知らせ 

 

当社子会社である株式会社サボテンパークアンドリゾート（以下「ＳＰＲ社」という）は、平成24年10

月１日を効力発生日として、ＳＰＲ社の営む伊豆四季の花公園及び伊豆海洋公園ダイビングセンターの施設

運営事業（以下「本件事業」という）を会社分割（新設分割）し、その事業を新設する株式会社伊豆四季の

花・海洋公園（以下「新設会社」という）に承継することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。 

 

記 

 

１. 会社分割の目的 

 ＳＰＲ社が展開する本件事業を会社分割し、新設会社に承継することにより、事業環境の変化に応じた適

正な事業構造を構築し、経営意思決定の迅速化や多様化する顧客ニーズに応えるサービスの提供を図り、収

益の最大化を目指すことを目的としています。 

 

２. 会社分割の要旨 

(1) 会社分割の日程 

 分割計画書に係る承認取締役会   平成24年８月13日（本日） 

 分割計画書に係る分割会社の承認臨時株主総会  平成24年８月13日（本日） 

 分割期日（効力発生日）    平成24年10月１日（予定） 

 

(2) 分割方法 

 ＳＰＲ社を分割会社とし、株式会社伊豆四季の花・海洋公園を新設会社とし設立する新設分割で

す。 

 

(3) 株式の割当て 

 新設会社が本件分割に際して発行する株式は２００株であり、全ての株式をＳＰＲ社に割当交付

します。 

 

(4) 分割により減少する資本金等 

 本件分割よるＳＰＲ社の資本金等の変動はありません。 

 

(5) 新設会社が承継する権利義務 

 新設会社は、本件事業に属する資産又は負債等の権利義務（但し、雇用契約は除く）を承継いた

します。なお、本件分割により新設会社が承継する債務は、重畳的債務引受の方法により承継する



 

2 

ものといたします。 

 

(6) 雇用契約 

 本件事業に属する従業員の雇用契約について、新設会社は承継せず、当社から新設会社に出向さ

せることにいたします。 

 

(7) 債務履行の見込み 

 本件分割において、ＳＰＲ社及び新設会社の負担すべき債務につきましては、履行の見込みに問

題がないと判断しております。 

 

３. 分割当事会社の概要 

 分割会社 

（平成24年３月31日現在） 

新設会社 

（平成24年10月１日予定） 

１．商   号 株式会社サボテンパークアンドリゾート 株式会社伊豆四季の花・海洋公園 

２．本店所在地 静岡県伊東市 静岡県伊東市 

３．代表者の役職・氏名 代表取締役社長  籠池 賢二 代表取締役社長  籠池 賢二 

４．主な事業内容 伊豆シャボテン公園、伊豆ぐらんぱる公園、

伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと及びこれ

に付帯する事業の経営 

伊豆四季の花公園、伊豆海洋公園及びこれ

に付帯する事業の経営 

５．資 本 金 5,000万円 2,632万円 

６．設立年月日 平成16年11月12日 平成24年10月１日 

７．発行済株式数 9,200株 200株 

８．決 算 期 ３月期 ３月期 

９．大株主及び持株比率 ソーシャル・エコロジー・プロジェクト 

株式会社 100％保有 

株式会社サボテンパークアンドリゾート 

100％保有 

10．純 資 産 △134百万円 52百万円（予定） 

11．総 資 産 837百万円 93百万円（予定） 

12．従 業 員 数 93人 ０人（予定） 

※ 新設会社の純資産及び総資産は、平成24年６月30日現在の数値をもとに記載しております。 

 

４. 分割する事業の概要 

 伊豆四季の花公園及び伊豆海洋公園ダイビングセンターの施設運営事業 

 

５. 会社分割後の状況 

分割会社であるＳＰＲ社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期については、本件分割

による変更はありません。 

 

６. 業績に与える影響 

 分割会社であるＳＰＲ社は当社の 100％子会社であり、新設会社である株式会社伊豆四季の花・海洋公園

はＳＰＲ社の100％子会社となるため、当社単体及び連結業績に与える影響は軽微となる見込みです。 

 

 

 

以   上 


